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退
職
後
に
厚
生
年
金
保
険
の
適
用
事
業
所
に

再
就
職
す
る
場
合
は
、
引
き
続
き
厚
生
年
金
保

険
に
加
入
し
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
以
外
の
６０

歳
未
満
の
人
は
、
国
民
年
金
に
加
入
す
る
た
め

の
手
続
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
退
職
し

た
人
に
扶
養
さ
れ
て
い
た

歳
未
満
の
配
偶
者

６０

（
夫
・
妻
）
に
つ
い
て
も
、
同
様
に
国
民
年
金
の

手
続
が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ

い
。こ

の
手
続
を
怠
る
と
、
年
金
額
が
減
る
場
合

や
、
年
金
そ
の
も
の
が
受
け
取
れ
な
く
な
る
場

合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
必
要
な
手
続
を
行
っ
て

く
だ
さ
い
。

国
民
年
金
の
第
一
号
被
保
険
者
と
な
る
場
合

歳
未
満
で
、
自
営
業
者
お
よ
び
そ
の
配
偶

６０
者
な
ど
（
厚
生
年
金
保
険
や
共
済
年
金
に
加
入

す
る
人
や
そ
の
被
扶
養
配
偶
者
以
外
の
人
）
と

な
る
場
合
に
は
、
国
民
年
金
の
第
一
号
被
保
険

者
に
な
り
ま
す
。

こ
の
場
合
に
は
、
住
所
地
の
役
場
窓
口
で
国

民
年
金
の
第
一
号
被
保
険
者
と
な
る
た
め
の
手

続
が
必
要
で
す
。
こ
の
手
続
に
は
、
年
金
手
帳

ま
た
は
基
礎
年
金
番
号
通
知
書
を
添
付
し
て
、

「
国
民
年
金
第
一
号
被
保
険
者
資
格
取
得
届
」
を

提
出
し
ま
す
。

提
出
期
限
は
退
職
日
の
翌
日
か
ら

日
以
内

１４

で
、
本
人
ま
た
は
世
帯
主
が
提
出
し
ま
す
。

第
一
号
被
保
険
者
の
保
険
料
は
月
額
一
万

５
，
２
５
０
円
（
平
成

年
度
）
で
す
。

２６

保
険
料
に
つ
い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
一
定
期

間
分
（
原
則
と
し
て
半
年
ま
た
は
１
年
間
）
の

保
険
料
を
一
括
し
て
納
付
す
る
と
保
険
料
が
割

引
に
な
る
前
納
制
度
や
、
口
座
振
替
で
納
付
す

る
と
保
険
料
が
割
引
に
な
る
制
度
（
早
割
制
度
）

が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
保
険
料
の
納
付
が
困
難

な
と
き
は
、
保
険
料
の
免
除
制
度
が
あ
り
ま
す
。

国
民
年
金
の
第
三
号
被
保
険
者
と
な
る
場
合

厚
生
年
金
保
険
や
共
済
組
合
な
ど
に
加
入
し

て
い
る
被
保
険
者
（

歳
以
上

歳
未
満
で
老

６５

７０

齢
ま
た
は
退
職
を
理
由
と
す
る
年
金
の
受
給
権

を
有
す
る
人
は
除
く
）
に
扶
養
さ
れ
て
い
る
２０

歳
以
上

歳
未
満
の
配
偶
者
は
、
国
民
年
金
の

６０

第
三
号
被
保
険
者
と
な
り
ま
す
。

こ
の
場
合
に
は
、
配
偶
者
の
勤
務
し
て
い
る

事
業
所
を
管
轄
す
る
年
金
事
務
所
に
、「
国
民
年

金
第
三
号
被
保
険
者
（
資
格
取
得
・
種
別
変
更

・
種
別
確
認
（
三
号
該
当
）、
資
格
喪
失
・
死
亡
、

氏
名
・
生
年
月
日
・
性
別
変
更
（
訂
正
）
届
」

を
提
出
し
ま
す
。
こ
の
届
書
に
は
、
収
入
確
認

の
た
め
の
書
類
と
年
金
手
帳
ま
た
は
基
礎
年
金

番
号
通
知
書
を
添
付
し
ま
す
。

収
入
確
認
の
た
め
の
書
類
と
は
、
非
課
税
証

明
書
な
ど
で
、
控
除
対
象
配
偶
者
と
な
っ
て
い

る
人
に
つ
い
て
は
、
事
業
主
の
証
明
に
よ
り
収

入
確
認
の
た
め
の
書
類
の
添
付
を
省
略
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

ま
た
、
年
金
手
帳
ま
た
は
基
礎
年
金
番
号
通

知
書
は
、
事
業
主
が
届
書
に
基
礎
年
金
番
号
や

氏
名
が
正
し
く
記
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認

す
れ
ば
年
金
事
務
所
へ
の
添
付
を
省
略
で
き
ま

す
。
た
だ
し
、
氏
名
変
更
を
伴
う
第
三
号
被
保

険
者
の
届
出
は
年
金
手
帳
の
添
付
が
必
要
で

す
。届

書
の
提
出
期
限
は
、
被
扶
養
者
に
該
当
し

知
っ
て
お
き
た
い
年
金
の
こ
と

退
職
後
の
国
民
年
金
の

手
続
き

電源立地地域対策交付金事業は、村内小中学校の

維持運営費に使用しました。

■お問い合せ■ 企画商工課商工観光担当 電話 ５６-２１２４

平成２５年度占冠村の情報公
開制度の運用状況について

平成２５年度の情報公開制度の運

用状況がまとまりましたのでお

知らせします。

●開示請求の処理状況

請求件数 ４件

公開件数 ４件

非公開件数 ０件

た
日
か
ら

日
以
内
で
、
事
業
主
（
健
康
保
険
組

１４

合
の
場
合
は
組
合
）
経
由
で
提
出
し
ま
す
。

第
三
号
被
保
険
者
の
保
険
料
は
、
配
偶
者
が

加
入
し
て
い
る
厚
生
年
金
保
険
や
共
済
組
合
な

ど
か
ら
拠
出
さ
れ
ま
す
の
で
、
個
別
に
保
険
料

を
負
担
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

国
民
年
金
の
任
意
加
入
被
保
険
者
と
な
る
場
合

歳
以
上

歳
未
満
で
、
老
齢
給
付
の
受
給

６０

６５

資
格
期
間
が
不
足
し
て
い
る
か
、
満
額
の
老
齢

基
礎
年
金
が
受
け
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
国
民

年
金
の
任
意
加
入
被
保
険
者
と
な
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

ま
た
、

歳
以
上

歳
未
満
で
、
老
齢
給
付

６５

７０

の
受
給
資
格
期
間
が
不
足
し
て
い
る
場
合
に

も
、
任
意
加
入
被
保
険
者
（
特
例
任
意
加
入
被

保
険
者
）
と
な
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

任
意
加
入
の
手
続
は
、
住
所
地
の
役
場
窓
口

で
行
い
ま
す
。
年
金
手
帳
ま
た
は
基
礎
年
金
番

号
通
知
書
を
添
付
し
て
、
本
人
が
手
続
を
行
い

ま
す
。

任
意
加
入
被
保
険
者
の
保
険
料
は
、
国
民
年

金
の
第
一
号
被
保
険
者
と
同
じ
で
す
が
、
保
険

料
の
免
除
制
度
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、

歳
６５

以
上
の
特
例
任
意
加
入
被
保
険
者
は
、
付
加
保

険
料
の
納
付
は
で
き
ま
せ
ん
。

な
お
、
任
意
加
入
被
保
険
者
の
場
合
、
保
険
料

の
納
付
方
法
は
原
則
と
し
て
口
座
振
替
に
な
り

ま
す
。

詳
し
く
は
、
旭
川
年
金
事
務
所
（
０
１
６
６

‐

‐
１
６
１
１
）
ま
た
は
保
健
福
祉
課
戸
籍

２７
担
当
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

保
健
福
祉
課

戸
籍
担
当

電
話

‐
２
１
２
３

５６



９

富良野広域連合 富良野消防署占冠支署 察56-2119

火災・救急・救助 119

消防瓦版 纏
ま と い

２０１4年５月号

第３０７号
２０１4・５

2617

◆
居
眠
り
運
転
に
要
注
意

気
温
が
上
昇
し
、
運
転
し
や
す
い
季

節
と
な
り
ま
し
た
。
長
距
離
・
長
時
間

の
運
転
は
、
居
眠
り
運
転
に
つ
な
が
り

ま
す
。
特
に
昼
下
が
り
の
午
後
は
睡
魔

が
襲
っ
て
き
ま
す
。
２
時
間
ご
と
に
１

回
以
上
の
休
憩
を
取
る
よ
う
に
し
ま
し

ょ
う
。

◆
飲
酒
運
転
は
悪
質
な
犯
罪
で
す
。

５
月
に
入
り
、
道
内
で
も
桜
の
開
花

が
始
ま
り
ま
す
。
花
見
に
飲
酒
は
つ
き

も
の
で
す
が
、
飲
酒
運
転
は
家
族
崩
壊

・
人
生
の
破
滅
を
招
き
ま
す
。「
飲
ん
だ

ら
乗
る
な
・
乗
る
な
ら
飲
む
な
・
乗
る

人
に
は
飲
ま
せ
る
な
」
を
徹
底
し
ま
し

ょ
う
。

エ
ゾ
シ
カ
と
の
衝
突
に
注
意
！

◆
春
先
に
注
意
！
日
没
と
夜
明
け
前

後
に
出
没
集
中
！

エ
ゾ
シ
カ
事
故
は
９
月
～

月
、
次

１１

い
で
春
先
の
４
月
～
５
月
に
多
く
発
生

し
ま
す
。
時
間
帯
と
し
て
は
、

時
～

１６

時
、
４
～
６
時
に
集
中
し
て
い
ま
す
。

２０◆
シ
カ
の
あ
と
に
は
シ
カ
あ
り
！

エ
ゾ
シ
カ
は
群
れ
で
行
動
し
て
い
ま

す
。
１
頭
目
が
渡
り
き
っ
て
安
心
し
て

い
る
と
、
後
か
ら
２
頭
３
頭
と
飛
び
出

し
て
き
ま
す
。

平成２6年４月２1日現在
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春
の
交
通
安
全

シ
カ
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！

橘 光雄支署長が退任

◆
エ
ゾ
シ
カ
は
マ
イ
ペ
ー
ス
！

エ
ゾ
シ
カ
は
、
車
が
近
づ
い
て
も

逃
げ
な
い
こ
と
が
あ
り
、
減
速
し
な
い

と
衝
突
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
舗

装
道
路
で
は
動
き
が
鈍
い
と
い
う
事

を
頭
に
置
き
、
道
路
上
で
エ
ゾ
シ
カ
を

見
た
ら
ま
ず
は
減
速
を
し
ま
し
ょ
う
。

ま
た
、
山
間
部
で
急
ブ
レ
ー
キ
の
痕
を

見
か
け
た
ら
、
野
生
動
物
が
急
に
飛
び

出
し
て
く
る
可
能
性
を
考
慮
し
て
安

全
運
転
に
努
め
ま
し
ょ
う
。

◆
夜
間
に
光
を
見
た
ら
ブ
レ
ー
キ
を
！

エ
ゾ
シ
カ
の
目
は
ヘ
ッ
ド
ラ
イ
ト

が
反
射
し
て
光
り
ま
す
。
夜
間
に
光

る
モ
ノ
を
見
た
ら
、
ま
ず
は
減
速
を
し

ま
し
ょ
う
。

（
平
成

年
4
月

日
現
在
）
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偶
偶
偶
偶
偶
偶
偶
偶
偶
偶
偶
偶
偶
偶
偶
偶
偶

救急出場状況（３月分）
（８人）８件急 病

（５人）５件一般負傷

（０人）０件交通事故

（１人）１件そ の 他

（１4人）１４件３月計

（４6人）４8件累 計

人員内は搬送※（ ）

かすかに春の足音が聞こえてくる頃は、出会いと別れの季節ですね。

占冠支署においても、３月３１日付で橘光雄支署長が定年退職を迎えら

れました。

占冠村に組合消防が発足した昭和４９年から、消防士として勤務された

橘光雄支署長が退職されることは誠に残念ですが、これからも私たちの

ことを温かく見守って頂きたいと思います。

４月１日からは赤平正淑支署長のもと新体制で、村民の皆様との新た

な出会いを楽しみに、職員一同消防行政に邁進してまいりますので宜し

くお願いいたします。

～退職者コメント～

この度、３月３１日付をもちまして富良野広域連合富良野消防署占冠支

署を定年退職いたしました。

昭和４９年４月１日に富良野地区消防組合に奉職し４０年間、公私にわた

り村民の皆様から温かいご指導とご厚情に支えられ、無事定年を迎える

事が出来ましたことに心からお礼を申し上げます。 橘 光 雄

前年対比発 生 数

－30件138件人身事故

１人2人死 者

－23人178人傷 者

自
分
の
地
域
は
自
分
で
守
る
！

消
防
団
員
募
集
!!

詳
細
は
庶
務
係
ま
で

電
話

‐
２
１
１
９

５６

上川管内交通事故発生状況




